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大熊町学校給食調理等業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の目的 

義務教育学校における学校給食及び認定こども園における給食は、教育・保育の一環として重要

な役割を担っていることから、大熊町（以下「町」という。）における安全で栄養バランスのとれた

給食を安定的に確保していくため、民間の高い技術力や企画力、コスト意識等を活用して、学校給

食施設での調理等業務を行う事業者を公募型プロポーザル方式により選定することを目的とする。 

 

２ 業務内容 

（１）業務名   大熊町学校給食調理等業務委託 

（２）仕様    別紙「仕様書」のとおり 

（３）業務期間  ①令和 9 年 4 月 1 日から令和 12 年 3 月 31 日までの 3 年間とする。 

②契約締結日から令和９年 3 月 31 日までを本業務履行に係る準備期間とする。 

（４）委託限度額 金１５３，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む 36 か月の総額。） 

 

３ プロポーザルに係る事項 

（１）プロポーザルの参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる①～⑫の条件を全て満たしている者とする。なお、

条件を満たさない者の企画提案は受け付けない。 

① 法人格を有し、業務を安定して実施できる経営・財務基盤を有している企業であること。 

② 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

③ 公告の日から契約締結の日までの間に、大熊町の工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者

の資格審査及び指名等に関する要項（昭和 61 年 10 月 21 日訓令第 1 号）による入札参加制限

中の者でないこと。 

④ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てをした者若しくは

なされた者（同法第 41 条第 1 項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなさ

れた者（同法第 33 条第 1 項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑤ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産手続き開始の申し立てがなされた者及びその開

始決定がなされている者（同法附則第 3 条 1 項の規定により、なお従前の例によることとされ

る破産事件に係るものを含む。）でないこと。 

⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規

定する暴力団（以下暴力団という。）に該当しないほか、次に掲げる者でないこと。 

(ア) 役員等（提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合はその役員又はそ

の支店若しくは常時契約をする事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下暴力団員という。） 

(イ) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者 

(ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者 

(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者 



2 

 

(オ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

⑦ 町税を滞納している者でないこと。 

⑧ 消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

⑨ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。 

⑩ 学校給食法（昭和 29 年法律第 160 号）の目的に沿い、児童・生徒のために安全・安心で魅力

ある学校給食の調理等が円滑に実施でき、かつ食物アレルギー対応の給食調理ができる者。 

⑪ これまでに学校給食の調理業務等の受託実績があること。 

⑫ 福島県内に本社、支社、営業所等を設置し、又は受託業務開始日までに設置する予定があり、

町の要請に応じて即座に対応できる体制を整えている者。 

⑬ 学校給食において、過去３年以内に食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）に基づく処分を受

けていない者。 

（２）実施要領等の入手方法 

本プロポーザルに係る様式等については、町ホームページからダウンロードして入手すること。

なお、大熊町役場の窓口又は郵送等での配付は行わない。 

 

４ スケジュールおよび様式一覧 

（１）スケジュール 

項 目 日 程 

公募開始 令和８年６月２４日（水） 

質問受付期限 令和８年７月 １日（水） 16：00 まで 

質問回答 令和 8 年 7 月 ８日（水）まで 

参加申請提出期限 令和８年７月１３日（月） 16：00 まで 

参加資格確認結果通知 令和８年７月１７日（金）まで 

企画提案書提出期限 令和８年７月３１日（金） 16：00 まで 

審査会（プレゼンテーション） 令和８年８月中（予定） 

※参加者多数の場合、提出資料に基づく一次審査を実施し、結果を 

通知する。審査会参加者に対しては日時を通知する。 

審査結果の通知 令和８年８月中 

（２）様式一覧 

様式番号 項 目 

様式第 1 号 質問書 

様式第 2 号 プロポーザル参加申請書 

様式第 3 号 会社概要 

様式第 4 号 学校給食調理場等の大量調理施設における調理等業務受託実績一覧 

様式第 5 号 守秘義務誓約書 

様式第 6 号 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書 

様式第 7-1～7-5 号 企画提案書 

様式第 8 号 価格提案書 
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５ 質問等の受付 

質問は以下により受け付ける。 

（１）受付期限 令和８年７月１日（水）16:00 まで（必着） 

（２）提出方法 質問書（様式第 1 号）により、大熊町教育委員会教育総務課宛てに電子メールにより

提出すること。電子メールの件名は「【質問書】大熊町学校給食調理等業務委託」とす

ること。なお、電話による質問は受け付けない。 

メール：kyoikusoumu@town.okuma.fukushima.jp 

（３）回  答 質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れのあるものを除き、

令和８年７月８日（水）までに大熊町役場のホームページに公表する。なお、個別回

答は行わない。 

 

６ プロポーザル参加申請書の提出 

プロポーザルに参加する意思のある者は、次の参加申請に関する書類を提出すること。なお、こ

の提出がない者の企画提案は受け付けない。 

（１）提出期限 令和８年７月 13 日（月）16:00 まで（必着） 

（２）提 出 先 大熊町教育委員会 教育総務課 総務係 

（３）提出書類 

① プロポーザル参加申請書（様式第２号） 

② 会社概要（様式第 3 号） 

③ 学校給食調理場等の大量調理施設における調理等業務受託実績一覧（様式第４号） 

④ 本要領 3 プロポーザルに係る事項（1）プロポーザルの参加資格⑪に示す業務実績を満たして

いることを証する書類の写し 

（４）提出部数 印刷１部及び PDF データ 

（５）提出方法 PDF データは電子メール、印刷１部は郵送又は持参により提出すること。なお、PDF

データは提出期限必着とし、送信連絡すること。印刷物は提出期限の消印有効とする。 

（６）結果通知 参加資格の結果について、令和８年７月 17 日（金）までに、申請書の提出を受けた電

子メール宛てに町から通知する。なお、参加資格を有すると認められた者に対して

は、プロポ―ザル審査の日時等も併せて通知する。 

 

７ 企画提案書の提出 

プロポーザルに参加する意思のある者は、次の企画提案に関する書類を提出すること。 

（１）提出期限 令和８年７月 31 日（金）16:00 まで（必着） 

（２）提 出 先 大熊町教育委員会 教育総務課 総務係 

（３）提出書類 

① 企画提案書（様式第 7-1～7-5 号） 

② 価格提案書（様式第 8 号）及び年度毎の積算内訳書 

③ 会社概要（様式第 3 号）及び、直近 2 年分の決算書又は事業報告書（収支状況が分かるもの） 

④ 学校給食調理場等の大量調理施設における調理等業務受託実績一覧（様式第４号） 

⑤ 守秘義務誓約書（様式第５号） 

⑥ 定款又は寄付行為の写し 

⑦ 法人登記簿の写し（参加申請受付日の 3 か月以内のもの） 

⑧ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書（様式第６号） 



4 

 

（４）提出部数 

・①～⑧につき、印刷 1 部及び PDF データ 

・審査会用の PDF データとして、①企画提案書、②価格提案書、③会社概要（決算書類除く）及び

④学校給食調理場等の大量調理施設における調理等業務受託実績一覧について、一つの PDF デ

ータに合体させたものを提出すること。（③、①、②、④の順とすること） 

（５）提出方法 

PDF データは電子メール、印刷物は郵送または持参。 

なお、PDF データは提出期限必着とし、送信連絡すること。印刷物は提出期限の消印有効とする。 

 

８ 企画提案書の内容 

企画提案書は、別に定める仕様書等により詳細を確認した上で作成すること。 

（１）提案内容 

① こども園給食・学校給食に対する基本的な考え方について 

② 衛生管理体制について 

③ 危機管理体制について 

④ 業務等の実施体制について 

⑤ 業務従事者の教育及び研修について 

（２）留意事項 

仕様書に記載している各業務が、円滑・着実に遂行できる具体的な提案を行うこと。 

 

９ 企画提案書等の提出に際しての留意事項 

（１）失格又は無効 

次の各号の一に該当する場合は、失格又は無効となる場合がある。 

① 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合。 

② 提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合。 

③ 提案価格が委託限度額を超過する場合 

④ 提出書類に不備があった場合。 

⑤ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 

⑥ 当該業務の契約締結日までの期間内に、提案者（役員等）が刑法に定める容疑により逮捕又は

起訴された場合。 

⑦ 本要領に違反すると認められる場合。 

⑧ その他、町が予め指示した事項に違反した場合。 

（２）複数企画提案の禁止 

プロポーザル参加者は、複数の企画提案書の提出を行うことはできない。 

（３）辞退 

企画提案書等の書類を提出した後に辞退する場合には、辞退届（任意様式）を提出すること。 

（４）費用負担 

プロポーザルに要する経費等は、全て参加者の負担とする。 

（５）その他 

① 提案の実現可能性を検討するため、必要に応じて提案者に対し、任意で追加資料の提出を求め

ることがある。 

② 提出された企画提案書等は返却しない。 
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10 審査に関する事項 

（１）審査方法 

町は本業務に関する審査委員会において提案内容を総合的に評価し、契約候補者（単独随意契

約候補者）を特定する。 

（２）審査会（プレゼンテーション） 

企画提案書及び企画提案者からのプレゼンテーション形式により審査を行う。 

本審査で特定された者を契約候補者とし、契約締結の手続きを行う。 

① 日時・会場 令和８年８月中（予定） 大熊町役場 

プレゼンテーション 20 分以内、ヒアリング 10 分程度を目安とする。 

② 評価項目（表１のとおり） 

（表１）                            

評価項目 評価基準 

こども園給食・学校

給食に対する基本的

な考え方について 

・こども園給食及び学校給食に対する考え方、理念・方針 

・業務受注者としての役割 

・食育や地産地消に対する考え方と提案 

衛生管理体制につい

て 

・衛生管理に対する考え方や取り組み 

・独自のマニュアルやチェック体制 

・業務従事者に対する健康管理体制 

危機管理体制につい

て 

・突発的な事故、食中毒、異物混入等の防止対策 

・食物アレルギー対応の基本的な考え方と事故防止対策 

・災害時における行政や地域への協力体制 

業務等の実施体制に

ついて 

・配置人数、配置者の資格・経験、組織体制 

・有能な人材確保のための取り組み、採用計画 

・業務従事者及び業務のマネジメント体制 

・業務従事者を長期定着させるための取り組み 

・業務従事者の欠員に伴う代替要員の確保体制 

業務従事者の教育及

び研修について 

・人材育成方針 

・衛生管理、調理技術向上、食物アレルギー対応に関する教

育・研修体制 

・委託業務開始までの準備、研修計画、稼働準備協力体制 

業務遂行能力につい

て 

・会社規模（資本金・従事者数等）及び経営状態 

・学校給食調理業務等の受注実績 

提案価格 ・企画提案に対する提案価格 

 

③ 選定方法  提案内容について評価・採点を行い、総合点数が最も高い提案者を選定する。 

ただし、委員ごとの点数の平均が、満点の半分に満たない者は選定されない。 

なお、総合点数が同点の場合には、見積額が安価な提案者を上位とし、見積額も

同額の場合は審査委員会の合議により順位を決定する。 

④ 通知等   町は審査結果を速やかに参加者に通知する。なお、審査結果や選定内容による 

異議申し立ては受け付けない。 
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⑤ その他 

・提案者が 1 社のみの場合においても、本審査を実施する。 

・プレゼンテーションの説明者は１社３名以内とする。 

・プレゼンテーションは、提出した企画提案書を基に行うこと。なお、審査会での説明及び審

査委員からの質問に対する回答の内容も企画提案に含むものとする。 

・プレゼンテーション当日の機器等の準備については、開催日時と合わせて別途通知する。 

 

11 契約の締結等 

（１）仕様書の協議等 

特定した契約候補者と町が協議し、委託業務に係る仕様を確定した上で契約を締結する。 

（２）契約金額の決定 

契約金額は協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書を徴取し決定する。

なお、見積金額は提案時の積算額を超えないものとする。 

（３）その他 

契約候補者と町との間で行う協議が整わない場合、又は契約候補者が契約を辞退した場合は、

審査結果において総合点数が次点であった提案者と協議する。 

 

12 問い合わせ先及び各種書類の提出先 

大熊町教育委員会 教育総務課 総務係 

〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平 1717 

電話番号 0240-23-7532 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kyoikusoumu@town.okuma.fukushima.jp 

 


